
様式99

◎必要記載項目

１

（１）届出年月日 令和 年 月

※　本様式の届出作業を行っている月をさす

➡令和　【８】年　【５】月　を入力

（２）賃金改善開始年月日 令和 年 月

※　当該年度における賃金改善を開始した月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の施設基準に係る届出書添付書類 

保険医療機関名

保険医療機関コード

例）令和８年６月から評価料を算定するために、令和８年５月に様式を記入

ベースアップ評価料

同一法人内複数医療機関届出用補助計算書



２ 区分計算

（１）　社会保険診療等収入金額

●医療機関の社会保険診療等収入金額　＜申請する１医療機関分＞

円

●給与総額等を通算して算出する保険医療機関全体の社会保険診療等収入金額

円

※　社会保険診療等収入金額：外来患者及び入院患者の医療に係る収益（医療保険・公費負担医療・公害医療・

労災保険・自賠責・自費診療収益等）の直近１か月の総額を用いる。

●社会保険診療等収入金額を基に算出した当該医療機関の按分比率

（２）賃金改善算定基礎額の算出

①計算に必要な対象職種ごとの記載項目

※以下、月額賃金等を通算して算出する医療機関の各項目の合計値を記入する。

（医療機関以外の法人職員を含めてはならない）

ア 　保険医療機関に勤務する職員（40歳未満の常勤医師・歯科医師、看護補助者、事務職員を除く）の月額賃金総額

円

イ 　保険医療機関に勤務する職員のうち、看護補助者及び事務職員の月額賃金総額

円

※　月額賃金総額：届出を行う月（１（１）の月）の直近１月の総額

※ ただし、届出を行う月の前月に既に当該年度の賃金改善が開始されている場合（チェックしてください）➡

ウ 　保険医療機関に勤務する職員のうち40歳未満の常勤医師及び歯科医師の人数

人 （※ただし、事業主及び役員を除く）

エ 　保険医療機関に勤務する職員のうち、週22時間以上勤務する非常勤の医師及び歯科医師の人数

人 （※ただし、週22時間以上勤務する場合においては、宿日直を除く。

　 また、事業主及び役員を除く。）

※ 人数：本様式の届出を行う月の直近３月の期間の各月１日時点における１月あたりの平均の数値を用いる。

②賃金改善算定基礎額＜通算して算出する医療機関の合計額＞

➡ 【賃金改善算定基礎額（通算）】 円

③賃金改善算定基礎額＜申請する１医療機関分＞

➡ 【賃金改善算定基礎額】×【按分比率】 円

→この数値が様式96、様式97に転記されます


